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HPV ワクチンのキャッチアップ接種について、キャンペーンが盛んに行われています。

これは、３回接種するには約６ヶ月を要する本ワクチンの無料キャッチアップ接種期間が

2025 年 3 月末で終了することを踏まえた対応です。 

当会議はキャッチアップ接種そのものに反対していますが1、一連のキャンペーンのあり

方は、予防接種法の理念に反し、自己決定権を危うくするものであるので、すぐに止めるべ

きです。 

 

１ 東京産婦人科医会や富山県医師会のポスターは回収すべき 

 キャンペーンでは複数の問題のあるポスターが使用されています。 

その典型が、東京産婦人科医会及び富山県医師会のポスターです。 

 

（１）東京産婦人科医会のポスター 

東京産婦人科医会が作成したポスターには、10 代から 20 代を連想させる女性の印象

的な絵が掲載された上で、 
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「いま、若い世代の子宮頸がんが増えているんだって！」 

「無料接種期限迫る！」 

等と記載したポスターを配布しています2。 

しかし、若い女性に子宮頸がんが増えているとは言えません。むしろ 10 年以上前から、

34 歳以下の女性の子宮頸がん罹患率は減少傾向にあります。 

 

 

 

「無料接種期限迫る！」として接種を煽っていますが、ワクチンは、十分な情報を受け

取ったうえで、自分の体調やリスクとベネフィットをよく考えて接種するかどうかを決

めるべきものです。 

駆け込み接種を煽るようなキャンペーンは、十分な考慮の機会を奪うものであり、自己

決定権を危うくするので、止めるべきです。 

 

（２）富山県医師会のポスター 

富山県医師会が作成したポスターは、 

「10/1 以降は最大 10 万円、マジで自腹になっちゃうよ！」 

「今だけ無料」 

と、まるでセール商品の売り込みのようなうたい文句で、駆け込み接種を煽っています3。 

また、「このままだと 6,620 人が子宮頸がんで死んじゃう！」と記載していますが、こ

の数字は、HPV ワクチンについては前がん病変を予防する効果しか示されていないのに、

子宮頸がん予防効果もあるだろうという期待をもとに算出した科学的根拠の極めて乏し
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い仮定の数字に過ぎず、このような数字を前面に出して、恐怖を煽って接種をさせようと

するのは、医師会としてあるまじき対応です。 

 

（３）医薬品等適正広告基準に抵触するポスターを使用したキャンペーンは許されない 

そもそも上記の各ポスターは、キャッチアップ接種の期間を経過すると高額の自己負

担が生じることを一般人に対して強調し、無料での接種を強く勧めることによって、実質

的には、医療用医薬品である HPV ワクチンを一般人に対して直接広告する内容となって

います。 

これは、厚生労働省が定める医薬品等適正広告基準4において、一般人に対する医療用

医薬品の直接広告が禁止されていることに、実質的に抵触しています5。 

また 10 年以上前から、34 歳以下の女性の子宮頸がん罹患率が減少傾向にあるのに、

「いま、若い世代の子宮頸がんが増えているんだって！」と謳うことは、薬機法 66 条 1

項で誇大広告が禁止されており、かつ同広告基準において正確な情報の伝達に努めるべ

きとされていることに抵触するものです6。 

さらに「無料接種期限迫る！」「マジで自腹」「今だけ無料」といった煽り文句に至って

は、同広告基準が医薬品等の品位を損なう広告を禁じていることに明確に抵触するもの

となっています7。 

 このような医薬品の広告規制に抵触するポスターを用いてキャンペーンを行うことは、

到底許されません。 

 

（４）不安を煽って駆け込み接種を促すキャンペーンはただちに中止すべき 

そもそも HPV ワクチンは、前がん病変の予防効果に基づいて承認されたワクチンであ

り、子宮頸がんそのものを予防することを証明した研究はありません。最近の研究では前

がん病変の予防効果についても HPV ワクチン接種群と非接種群で有意差を示せません

でした8。 

しかも国自身が、厚労省が副反応検討部会に提出した資料に明記したとおり、20 歳以

上に接種しても有効性は乏しいことを自認しています9。 

また、重篤副反応報告の率は他のワクチンと比較して著しく高く、その治療が困難であ

ることから、各都道府県に協力医療機関が指定されています。このような定期接種ワクチ

ンは他にはありません。 

しかしながら、こうした情報は上記のキャンペーンポスターには全く紹介されていま

せん。若い女性に増えているなどと事実に反することを述べて不安をあおり、無料期間の

終了を前面に打ち出して駆け込み接種を促すのは、医療者の団体としてあるまじき対応

であり、キャンペーンはただちに中止されるべきです。 
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２ 大学での集団接種はやめるべき 

大学などでは、学内において学生を対象とした集団接種を行うとしているところもあり

ます。 

しかし、集団接種によって多くの副作用被害を出した予防接種禍訴訟の教訓をもとに、

1994 年の予防接種法改正以降、わが国の予防接種は、個人接種を基本としてきました。 

これは、集団接種は、誰が接種しているのかが分かり個人情報保護において問題があるほ

か、ムードに流されやすく、接種対象者が自己の体調を踏まえ、ワクチン接種をリスクとベ

ネフィットを十分考えて接種するかどうかを選択するという自己決定権が脅かされる可能

性が高いからです。 

また、大学での接種を促すポスターをみても、本ワクチンのリスクとベネフィットを十分

に伝えておらず、各大学が学生に対する責任を真に果たしているとは思われません10。 

 

３ MSD 社は医療機関への不適切な協力依頼を撤回するべき 

MSD 社は医療機関に対して、「HPV ワクチン資材配布に関するご協力のお願い」と題し

た文書を配布しています。接種対象年齢の女性が受診した場合には、「無料で受けられるワ

クチン接種の案内を入れておきますね」といって薬袋やビニール袋に入れる方法によって

協力することを求めていますが、これは、医療用医薬品である HPV ワクチンについて一般

人に対する直接広告を行うことを、製薬会社が医療機関に要請するに等しいものです。 

MSD 社は、医薬品等適正広告基準における一般人に対する医療用医薬品の直接広告の禁

止に実質的に抵触するこのような不当な勧誘依頼を、ただちに撤回するべきです11。 

 

４ 厚労省のプレスリリースは不適切 

厚生労働省は、以上のような問題のある関係団体の対応について、本来問題点を指摘して

行き過ぎを指導するべき立場にあるにもかかわらず、自ら「HPV ワクチン「キャッチアッ

プ接種」全国７大学での周知キャンペーンを７月５日から開始」というプレスリリースを出

して広報しており12、自らの責務を自覚しない対応です。 

厚生労働省はただちに行き過ぎたキャンペーンをやめるよう関係各機関を指導するべき

です。 

                                      以上 

 

 

1 薬害オンブズパースン会議、「ＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種の問題点―それでもキ

ャッチアップ接種しますか？―」  

https://www.yakugai.gr.jp/topics/topic.php?id=1064 

 

2 東京産婦人科医会：HPV ワクチンキャッチアップ接種啓蒙ポスターについて 

https://www.taog.gr.jp/archives/3467 

https://www.yakugai.gr.jp/topics/topic.php?id=1064
https://www.yakugai.gr.jp/topics/topic.php?id=1064
https://www.taog.gr.jp/archives/3467


5 

 

 

 

3 富山県医師会：子宮頸がん予防と HPV ワクチンについて 

http://www.toyama.med.or.jp/pdf/2023/2024.1.23_shikyukeigan_hpv.pdf 

 

4 医薬品等適正広告基準 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf 

 

5 同広告基準第４・５（１） 

 
6 同広告基準第３・１ 

 
7 同広告基準第３・２ 

 
8 薬害オンブズパースン会議「「ＨＰＶワクチンの有効性と安全性の評価のための大規模疫学研

究（NIIGATA Study）に関する新潟大学広報記事の誤認の訂正及びその原因検証実施の要望書」 

https://www.yakugai.gr.jp/topics/topic.php?id=1055 

 
9 第 26 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料５－２ 

「ＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種※に関する 有効性・安全性のエビデンスについて」 

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000854571.pdf 
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10 例として 

京都大学 

https://www.hoken.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/06/cce259a2fd6c1ce77ff8876cefb9c5d8.pdf 

 

東京大学 

https://www.hc.u-tokyo.ac.jp/ver2019/ja/wp-content/uploads/2023/10/2023111J.pdf 
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